
実費とし、自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車（以下「自家用自

動車等」という。）による旅行の場合は路程に応じ１キロメートル当たり

の定額とする。 

別表第１０項ただし書中「宿泊」を「、宿泊し、又は自家用自動車等により

旅行」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 震災、風水害その他の非常災害を原因とするやむを得ない事由により常例と

している通勤の経路又は方法と異なる経路又は方法で旅行した職員に旅費を支

給することができることとすること等のため、この条例を制定するものである。 

 

議案第７７号 

 

川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年 ６ 月 １ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市市税条例の一部を改正する条例 

川崎市市税条例（昭和２５年川崎市条例第２６号）の一部を次のように改正

する。 

第２０条第１項第２号ア （オ）中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２

条第１項第４号の２」に改め、同条第２項中「、同項第２号の連結事業年度開

始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期

間又は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

第２３条の４第１項中「第４条の７」を「第４条の３」に改め、「又は各連

結事業年度」を削り、同条第２項中「同項に規定する法人税額」を「、同項に

規定する法人税額」に改め、「、同条第４項の規定によって申告納付するもの

にあっては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在」を

削る。 

第３６条第２項中「第３４３条第９項」を「第３４３条第１０項」に改める。 

第３９条の４第１号中「第３４９条の３第２８項」を「第３４９条の３第２

７項」に改め、同項第２号中「第３４９条の３第２９項」を「第３４９条の３

第２８項」に改め、同項第３号中「第３４９条の３第３０項」を「第３４９条

議案第７７号



の３第２９項」に改める。  

 第５１条の２の次に次の１条を加える。 

 （現所有者の申告） 

第５１条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下

この条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日

から３月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出

しなければならない。 

 ⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人と

の関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

 ⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋

補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合におけ

る当該個人の住所及び氏名 

 ⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第５２条第１項中「は、第５１条又は」を「が第５１条若しくは」に、「に

よって」を「により、又は現所有者が前条の規定により」に、「においては」

を「には」に改める。 

 附則第７項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平

均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付

割合をいう。）」に改め、「（以下この項において「特例基準割合適用年」と

いう。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準

割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

附則第８項第２号を削り、同項第３号中「附則第１５条第２項第６号」を「附

則第１５条第２項第５号」に改め、同号を同項第２号とし、同項中第４号を第

３号とし、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、同項第７号中「附則第



の３第２９項」に改める。  

 第５１条の２の次に次の１条を加える。 

 （現所有者の申告） 

第５１条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下

この条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日

から３月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出

しなければならない。 

 ⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人と

の関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

 ⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋

補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合におけ

る当該個人の住所及び氏名 

 ⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第５２条第１項中「は、第５１条又は」を「が第５１条若しくは」に、「に

よって」を「により、又は現所有者が前条の規定により」に、「においては」

を「には」に改める。 

 附則第７項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平

均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付

割合をいう。）」に改め、「（以下この項において「特例基準割合適用年」と

いう。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準

割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

附則第８項第２号を削り、同項第３号中「附則第１５条第２項第６号」を「附

則第１５条第２項第５号」に改め、同号を同項第２号とし、同項中第４号を第

３号とし、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、同項第７号中「附則第

１５条第２９項」を「附則第１５条第２６項」に改め、同号を同項第６号とし、

同項第８号中「附則第１５条第３０項第１号」を「附則第１５条第２７項第１

号」に改め、同号を同項第７号とし、同項第９号中「附則第１５条第３０項第

２号」を「附則第１５条第２７項第２号」に改め、同号を同項第８号とし、同

項第１０号中「附則第１５条第３０項第３号」を「附則第１５条第２７項第３

号」に改め、同号を同項第９号とし、同項第１１号中「附則第１５条第３１項

第１号」を「附則第１５条第２８項第１号」に改め、同号を同項第１０号とし、

同項第１２号中「附則第１５条第３１項第２号」を「附則第１５条第２８項第

２号」に改め、同号を同項第１１号とし、同項第１３号中「附則第１５条第３

３項第１号」を「附則第１５条第３０項第１号」に改め、同号を同項第１２号

とし、同項第１４号中「附則第１５条第３３項第２号」を「附則第１５条第３

０項第２号」に改め、同号を同項第１３号とし、同項第１５号中「附則第１５

条第３３項第３号」を「附則第１５条第３０項第３号」に改め、同号を同項第

１４号とし、同項第１６号中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３

４項」に改め、同号を同項第１５号とし、同項第１７号を削り、同項第１８号

中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同号を同項

第１６号とし、同項第１９号中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条第

３９項」に改め、同号を同項第１７号とし、同項第２０号中「附則第１５条第

４７項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同号を同項第１８号とし、同号

の次に次の１号を加える。 

⒆ 法附則第１５条第４７項に規定する条例で定める割合 ３分の２ 

 附則第８項第２１号を同項第２０号とする。 

 附則第２２項第３号中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に

改める。 

   附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 附則第７項の改正規定及び次項の規定 令和３年１月１日 

 ⑵ 第２０条及び第２３条の４の改正規定並びに附則第３項の規定 令和４

年４月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

２ 改正後の条例（以下「新条例」という。）附則第７項の規定は、令和３年

１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応

する延滞金については、なお従前の例による。 

 （法人の市民税に関する経過措置） 

３ 新条例第２０条及び第２３条の４の規定は、令和４年４月１日以後に開始

する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度

分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 

（固定資産税又は都市計画税に関する経過措置） 

４ 新条例第５１条の３の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定す

る現所有者であることを知った者について適用する。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正

前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第

１５条第２項第２号に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

６ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

旧法附則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定



（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 附則第７項の改正規定及び次項の規定 令和３年１月１日 

 ⑵ 第２０条及び第２３条の４の改正規定並びに附則第３項の規定 令和４

年４月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

２ 改正後の条例（以下「新条例」という。）附則第７項の規定は、令和３年

１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応

する延滞金については、なお従前の例による。 

 （法人の市民税に関する経過措置） 

３ 新条例第２０条及び第２３条の４の規定は、令和４年４月１日以後に開始

する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度

分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 

（固定資産税又は都市計画税に関する経過措置） 

４ 新条例第５１条の３の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定す

る現所有者であることを知った者について適用する。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正

前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第

１５条第２項第２号に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

６ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

旧法附則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定

資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

地方税法の一部改正に伴い、登記名義人等が死亡している場合における現所

有者は、固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を市長に申告しなければなら

ないこととすること等のため、この条例を制定するものである。 


